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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人建材

試験センター（JTCCM）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規

格である。これによって，JIS A 1304:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 A 1304：2017 
 

建築構造部分の耐火試験方法 

Method of fire resistance test for elements of building construction 

 
序文 

この規格は，1999 年に第 1 版として発行された ISO 834-1 及び Amendment 1（2012），2000 年に第 1 版

として発行された ISO 834-4，ISO 834-5，ISO 834-6 及び ISO 834-7，2002 年に第 1 版として発行された ISO 

834-8 並びに 2003 年に第 1 版として発行された ISO 834-9 を基とし，我が国の実情に合わせるため，技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JC に示す。また，技術上重要な改正に関する旧規格との対照

を，附属書 JD に示す。 

この規格で規定する耐火試験は，実際の使用状況に応じた載荷条件下での加熱試験であるが，必要に応

じて，加熱後に経過観察を行うか又は注水試験若しくは衝撃試験を適用する場合がある。 

さらに，試験結果の適否判定をする場合は，実際の要求レベルに応じて，この規格以外で定めている性

能基準を用いて行う場合もある。 

 

1 適用範囲 

この規格は，建築物の壁（荷重を支持しない壁を含む。），柱，はり，床，屋根（天井を含む。）などの構

造部分の耐火試験方法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 834-1:1999 ， Fire-resistance tests － Elements of building construction － Part 1: General 

requirements 及び Amendment 1:2012 

ISO 834-4:2000 ， Fire-resistance tests － Elements of building construction － Part 4: Specific 

requirements for loadbearing vertical separating elements 

ISO 834-5:2000 ， Fire-resistance tests － Elements of building construction － Part 5: Specific 

requirements for loadbearing horizontal separating elements 

ISO 834-6:2000 ， Fire-resistance tests － Elements of building construction － Part 6: Specific 

requirements for beams 

ISO 834-7:2000 ， Fire-resistance tests － Elements of building construction － Part 7: Specific 

requirements for columns 

ISO 834-8:2002 ， Fire-resistance tests － Elements of building construction － Part 8: Specific 

requirements for non-loadbearing vertical separating elements 

ISO 834-9:2003 ， Fire-resistance tests － Elements of building construction － Part 9: Specific 

requirements for non-loadbearing ceiling elements（全体評価：MOD） 


